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概要 

魚種の特徴 

〔分類・形態〕 

 スズキ目、イカナゴ科に属するイカナゴ(学名は Ammodytes japonicus)、オオイカナゴ

(学名はAmmodytes heian)及びキタイカナゴ(学名はAmmodytes hexapterus)の 3種を含む。

3種の形態は似ており、体は細長く円筒形、背面は青緑か黄褐色で腹面は銀白色。歯は

なく、また鰾をもたない(三宅 2003)。                              

〔分布〕 

 イカナゴは沖縄を除く日本各地、朝鮮半島、遼東半島、山東半島の沿岸に分布する。

キタイカナゴはより北方に生息する(三宅 2003)。オオイカナゴは近年新種として記載

されたが簡便には判別できず漁獲統計上は区別されていない（濱津ほか 2022）。評価

対象の資源は、宗谷海峡周辺に分布する。                            

〔生態〕 

 イカナゴは回遊範囲が小さく群間の交流は少ないため、日本周辺各海域に大小多数

の群が存在する。宗谷海峡のイカナゴの産卵期は 4～5 月、キタイカナゴは 12 月～翌

年 1 月である。群れをなし一度に放卵、放精を行うので、ニシンの産卵のような、群

来と呼ばれる精液で海面が白く濁る現象が見られる。満 1 歳から 6 歳までの体長は、

宗谷海峡のイカナゴの場合、それぞれ 14、17、19、21、22、23 ㎝である。寿命は 7 年

以上。オオイカナゴの成長もほぼ同様である。両種ともに、多くが満 3 歳で成魚とな

る(三宅 2003)。キタイカナゴの成長は不明である。 

〔漁業〕 

 イカナゴ類の漁獲量は、北海道の宗谷海峡周辺と瀬戸内海で多い(三宅 2003)。棒受

網、たもすくい網、定置網、まき網、及び底びき網等によって漁獲される。 

〔利用〕 

 チリメン、コオナゴはシラス干し、釜あげ、煮干し、つくだ煮等にされる。オオナ

ゴは養殖用の餌にするほか、ごく一部は燻製にして食用になる(三宅 2003)。 

                    

                                               

資源の状態 

 イカナゴ類宗谷海峡の生物学的情報については、3種のうち主にイカナゴの年齢・成

長・寿命や成熟・産卵に関する知見はあるものの、3種の分布・回遊など、不明な点が

多い。モニタリングの実施体制については、漁獲量や漁獲努力量、漁獲物の月別体長
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組成が着実にモニターされているほか、DNA 分析による種判別も試みられている。資

源評価については、沖合底びき網漁業 1 そうびき(以下、沖底)の標準化 CPUE により資

源状態が判断されており、資源評価結果は公開の会議で外部有識者を交えて検討され

毎年公表されている。過去 25 年間(1996～2020 年)の沖底の標準化 CPUE の推移から資

源水準は低位、最近 5年間(2016～2020年)の沖底の標準化 CPUEの推移から資源動向は

減少と判断した。日本水域とロシア水域にまたがって分布しており、ロシア水域での

漁業情報が不足しているため、現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響は

不明であり、現状漁獲圧での資源枯渇リスクは判定していない。現在は関係者の検討

により、資源回復計画で実施した漁獲努力量削減の取り組みを継続しているが、環境

変化の影響については調べられていない。また、遊漁、外国漁船、IUU の漁獲の影響

は考慮されていない。 

                          

海洋環境と生態系への配慮 

 本海域のイカナゴ類は 3 種が混ざっているが漁獲統計は区別されておらず生物特性、

生態等が詳らかでない種も存在する。北海道の調査により定期的に海洋観測が行われ

ている。漁業情報だけでは混獲や漁獲物組成に関する情報は十分得られていない。 

イカナゴ類を狙う沖底では混獲利用種、非利用種はともにほぼなしと考えられる。

対象海域に分布する希少種へのリスクは全体的に低いと判断された。 

食物網を通じた間接影響については、複数の種で懸念が認められると考えられた。

生態系全体への影響に関しては、長期的に総漁獲量及び漁獲物平均栄養段階の低下が

認められ、沖底の影響を排除できなかった。漁業による海底環境の影響については、

宗谷海峡周辺の沖底 1 そうびき(オッタートロール)の強度と規模は低く、漁獲物栄養段

階組成に顕著な定向的変化は認められなかったため、海底環境の変化は重篤ではない

と判断された。 

 

漁業の管理 

 沖底は大臣許可漁業でありトン数別の隻数、操業禁止海域、期間等が設定され、さ

らに本資源については漁獲努力可能量(TAE)制度により 7・8 月の漁獲努力量が制限さ

れてきた。自主的な措置として資源回復計画で取り組んできた操業期間の短縮等の措

置を採ることとされ、減船も実施された。以上のとおりインプット・コントロールが

成立している。沖底について、コッドエンドの網目制限が設けられておりテクニカ

ル・コントロールが導入されている。関係漁業者団体による環境修復活動が行われて

いる。 

 本資源はロシア水域にまたがって分布しており、生息域全体をカバーした管理体制

は存在しない。沖底の取り締まりについては主に水産庁が実施し、関係法令に違反し

た場合、有効と考えられる制裁が設定されている。改正漁業法では資源管理について
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現行の取り組みの検証を行い必要に応じて取組内容の改善を図るとされるなど、資源

管理を順応的に行う仕組みが作られている。 

 すべての漁業者は漁業者組織に所属しており、特定できる。本資源に対して自主的

な管理が実施されており漁業者組織の管理に対する影響力は強い。漁業関係者は本資

源の自主的管理、公的管理に主体的に参画し、幅広い利害関係者も資源管理に参画し

ている。漁業者が管理施策の意思決定に参画する仕組みが存在している。 

 

地域の持続性 

 本資源は、北海道(稚内市)の沖底で大部分が獲られている。漁業収入のトレンドは

中程度を示し、収益率のトレンドは低く、漁業関係資産のトレンドはやや低かった。

経営の安定性については、収入の安定性、漁獲量の安定性ともにやや低かった。漁業

者組織の財政状況は高かった。操業の安全性は高かった。地域雇用への貢献は高い。

労働条件の公平性については、漁業及び加工業で特段の問題はなかった。買受人は取

扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による競争原理は概ね

働いている。取引の公平性は確保されている。卸売市場整備計画等により衛生管理が

徹底されており、 仕向けは餌料と加工用食材である。先進技術導入と普及指導活動は

行われており、物流システムは整っていた。水産業関係者の所得水準は高い。地域ご

とに特色ある漁具漁法が残されており、地元での料理提供が盛んである。 

 

健康と安全・安心 

イカナゴには、骨の主成分であるカルシウム、血液の構成成分である鉄、各種酵素

の成分となる亜鉛が多く含まれる。脂質には、血栓予防等の効果を有する EPA と脳の

発達促進や認知症予防等の効果を有する DHA が豊富に含まれている。旬は 6～9 月上

旬である。イカナゴは鮮度低下が早く、それにともない白く濁り、赤みがかって腹か

ら傷んでくる。また、鮮度低下にともないアレルギー様食中毒の原因成分であるヒス

タミンが生成される場合がある。このため、漁獲した日に調理、加工することが必要

である。漁獲日に釜ゆでして流通する場合が多い。大型のイカナゴは、刺身として食

べる場合がある。イカナゴにはアニサキス幼虫が寄生していることがある。アニサキ

スは、魚の死後の時間経過にともない内臓から筋肉へ移動するため、アニサキス感染

防止には、生食では新鮮な魚を用いること、内臓の生食はしない、冷凍・解凍したも

のを刺身にする等が有効である。 

 

引用文献 

濱津友紀・河村眞美・境 磨 (2022) 令和 3 (2021) 年度イカナゴ類宗谷海峡の資源評価、

水産庁・水産機構 http://abchan.fra.go.jp/digests2021/details/202154.pdf 
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三宅博哉 (2003) イカナゴ、「新北のさかなたち」、水島敏博・鳥澤 雅監修、北海道新

聞社、pp.220-223 
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 1．資源の状態 

概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング(1.1) 

 イカナゴ類宗谷海峡の生物学的情報については、3種のうち主にイカナゴの年齢・成

長・寿命や成熟・産卵に関する知見はあるものの、3種の分布・回遊など、不明な点が

多い(1.1.1 2.7 点)。モニタリングの実施体制については、漁獲量や漁獲努力量、漁獲

物の月別体長組成が着実にモニターされているほか、DNA 分析による種判別も試みら

れている(1.1.2 3.3 点)。資源評価については、沖合底びき網漁業(以下、沖底)の標準

化 CPUE により資源状態が判断されており、資源評価結果は公開の会議で外部有識者

を交えて検討され毎年公表されている(1.1.3 4.5 点)。 

対象種の資源水準と資源動向(1.2) 

 過去 25 年間(1996～2020 年)の沖底の標準化 CPUE の推移から資源水準は低位、最近

5年間(2016～2020年)の沖底の標準化CPUEの推移から資源動向は減少と判断した(1.2.1 

1 点)。 

対象種に対する漁業の影響評価(1.3) 

 日本水域とロシア水域にまたがって分布しており、ロシア水域での漁業情報が不足

しているため、現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響は不明であり、現

状漁獲圧での資源枯渇リスクは判定していない(1.3.1 1 点、1.3.2 1 点)。現在は関係

者の検討により、「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」のもと、資源回復計画で実

施した漁獲努力量削減の取り組みを継続しているが、予防的措置は考慮されておらず、

環境変化の影響については調べられていない。また、遊漁、外国漁船、IUU の漁獲の

影響は考慮されていない(1.3.3 2.2 点)。 

 

評価範囲 

①  評価対象魚種の漁業と海域 

 2021 年度の「我が国周辺水域の漁業資源評価」(濱津ほか 2022)によれば、2020 年の

宗谷海峡におけるイカナゴ類の漁獲量は 4,277トンであるが、このうち沖底による漁獲

は 4,148トンで、全体の 97%を占めた。対象海域はイカナゴ類の分布域である宗谷海峡

周辺海域とする。 

②  評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 

 漁獲統計は水産庁北海道漁業調整事務所と水産研究・教育機構(以下、水産機構)水



 
 

6

産資源研究所水産資源研究センターにより毎年集計され、北海道沖合底曳網漁業漁場

別漁獲統計年報として公表されている(境ほか 2021)。 

③  評価対象魚種の資源評価資料の収集 

 水産庁の資源調査・評価推進事業の一環として、水産機構が北海道立総合研究機構

稚内水産試験場と共同して実施した調査結果をもとに資源評価が実施され、その結果

の報告は「我が国周辺水域の漁業資源評価」として公表されている。 

④    評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 

 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収

集する。 

⑤    評価対象魚種の生理・生態に関する情報の集約 

 評価対象魚種について行われている、生理・生態研究に関する論文・報告書を収集

する。 

⑥    評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング 

1.1.1 生物学的情報の把握                               

 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する

基本的情報が不可欠である(田中 1998)。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するため

に必要な、生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4 項目

について評価する。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③

成熟と産卵の各項目とする。種苗放流を実施している魚種については、④種苗放流に

必要な基礎情報も対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出す

る。 

 

1.1.1.1 分布と回遊 

 宗谷海峡には、イカナゴ、オオイカナゴ、及びキタイカナゴの 3 種が分布する。キ

タイカナゴはイカナゴよりも北方に生息するが(三宅 2003)、オオイカナゴとともに分

布の詳細は不明である。3種の回遊についてはよく分かっていない。宗谷海峡における

イカナゴ類の分布と回遊については利用可能な情報が少ないことから、2 点とする。         

1点 2点 3点 4点 5点 
利用でき

る情報は

ない 

生活史の一部のス

テージにおいて、

把握され、十分で

はないが、いくつ

かの情報が利用で

きる 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

最低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 

 イカナゴ仔魚の成長量は寿都、島牧沿岸では 1 日当たり 0.5～0.8㎜。満 1 歳から 6 歳

までの体長は、宗谷海峡のイカナゴの場合、それぞれ 14、17、19、21、22、23 ㎝であ

る。寿命は 7 年以上。オオイカナゴの成長もほぼ同様である（堀本ほか 2018）。キタイ

カナゴの詳細は不明である。以上より、3 点を配点する。 

                                               

 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる

情報はない 
対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 
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1.1.1.3 成熟と産卵 

 イカナゴ、キタイカナゴともに、多くが満 3 歳で成魚となる。宗谷海峡のイカナゴ

の産卵期は 4～5月、キタイカナゴは 12月～翌年 1月である。群れをなし一度に放卵、

放精を行うので、ニシンの産卵では群来と呼ばれる、精液で海面が白く濁る現象が見

られる。1 産卵期間中に雌 1 個体が産み出す卵は合計 1,000～10 万粒である。宗谷海峡

のイカナゴでは水温 4℃の場合、受精から 42日で孵化する(三宅 2003)。以上より、3点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる

情報はない 
対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 

 本資源の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。  

1点 2点 3点 4点 5点 
把握さ

れてい

ない 

データは

あるが分

析されて

いない 

適正放流数、放流適

地、放流サイズ等の利

用できる情報があり分

析が進められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流適

地、放流サイズは調

査・研究によって把

握されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 

 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並

びに資源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体

制としての項目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6 項目において資源評価の実施

に必要な情報が整備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、

②漁獲量の把握、③漁獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施し

ている魚種については、⑤種苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、に

ついても対象とする。個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。ここ

でいう期間の長短とは、動向判断に必要な 5 年間または、3 世代時間(IUCN 2022)を目

安とする。 

 

1.1.2.1 科学的調査 

 経年的な DNA 分析により、漁獲物中のイカナゴ類各種の構成割合の推定が試みられ

ている(稚内水産試験場 2020)。このことから、2 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる情報

はない 
資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 

 本資源の漁獲量は、我が国漁船分については、1980 年から把握されている(濱津ほか 

2022)。沖底の漁獲量は、1982 年以降減少傾向を示し、1987 年には 1.2 万トンに落ち込

んだが、その後増加に転じ、1995年には 5.2万トンに回復した(図 1.1.2.2)。2000年以降

に再び漁獲量は減少し、2006年に 3.1万トンに増加したものの、2010年までは 1.0万～

2.2 万トンの低い水準で推移した。2011 年以降の漁獲量は 1.0 万トンを下回り、2014 年

に過去最低の 429トンに減少したが、その後増加し、2020年は 4,148トンであった。沿

岸漁業の漁獲量は、沖底と比較して少ない。1980 年代後半～1990 年代中ごろは 1,400

～5,600 トン程度の漁獲量であったが、2000 年以降は 50～1,200 トンと低い水準となっ

た。2014 年に過去最低の 14 トンに減少したものの、その後増加して、2020 年には 129

トンとなった。沖底と沿岸漁業を合わせた総漁獲量は、2014 年には過去最低の 443 ト

ンに減少したが、その後増加し、2020 年は 4,277 トンであった。以上より、3 点を配点

する。                                            

 

図 1.1.2.2 漁獲量の推移 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不明

である 

一部の漁獲量

が短期間把握

できている 

一部の漁獲量が長期間把握

できているが、総漁獲量に

ついては把握できていない 

総漁獲量が

短期間把握

できている 

総漁獲量が

長期間把握

できている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 

 本資源の漁獲努力量として、沖底の有漁網数(イカナゴ類の漁獲があった曳網数)が、

1980 年から把握されている(濱津ほか 2022)。漁獲の主体を占めるオホーツク海海域で

の沖底の漁獲努力量(有漁網数)は、1980 年代以降減少傾向を示した(図 1.1.2.3)。そのう

ちオッタートロールの漁獲努力量は、1986～2001 年は 900～1,800 網程度であったが、

2002 年に減少し、2011 年まで概ね 200～700 網程度の低い水準で推移した。2013 年に

過去最低の 56 網に減少して以降はやや増加して、2020 年は 383 網であった。かけまわ

しの漁獲努力量は、1982 年に 6,322 網に増加したが、1983 年以降減少し、1994 年には

0 網となった。その後、概ね 1,000 網前後で推移したものの、2012 年から減少傾向に転

じた。2014 年以降はかけまわしの操業海域に漁場が形成されず(稚内水産試験場 2018)、

2017 年に 2 網まで減少したが、その後わずかに増加して、2020 年は 5 網であった。こ

れら漁獲努力量を用いて算出した CPUE にもとづき資源状態が評価されている。以上

より 4 点を配点する。                                     

 
図 1.1.2.3 努力量の推移 
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1.1.2.4 水揚物の生物調査 

 主要な市場において、月別体長組成データ収集のための調査が、北海道立総合研究

機構稚内水産試験場によって実施されている(稚内水産試験場 2020)。分布域の一部に

ついて長期間の情報が利用できることから、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる情報

はない 
分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.5 種苗放流実績の把握 

 本資源の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 
放流実績等

の記録はほ

とんどない 

. 一部の項目、地

域、時期につい

ては、放流実績

等が記録されて

いない 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流

サイズ、放流場所

の大部分は継続的

に記録されている 

対象資源について、親魚

の由来、親魚数、放流

数、放流サイズ、放流場

所が全て把握され継続的

に記録されている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 

 本資源の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 
天然魚と放流魚

の識別が出来な

い状態である 

. 標識等により人工種苗と

天然種苗の識別が可能で

ある 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴（年、場所等）

まで把握可能である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 

 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握

し、また、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析す

ることであり、資源(漁業)管理のための情報として非常に重要である(松宮 1996)。資源

評価方法、資源評価結果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

 

1.1.3.1 資源評価の方法 

 沖底の標準化 CPUE の推移から資源水準及び動向を判断した。1996～2020 年の標準

化 CPUE の平均値を 50 として、各年の相対値を資源水準指数とした。また、過去 5 年

間(2016～2020 年)における標準化 CPUE の推移から、資源動向を判断した(濱津ほか 

2022)。以上のことから評価手法②により判定し、4 点を配点する。 
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評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

努力量情報を加

えるなど詳細に

解析した現存量

推定の経年変化

により評価 
② . . 単純なCPUE

の経年変化に

より評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での

調査に基づき資

源評価が実施さ

れている 
⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 

 水産庁の資源調査・評価推進事業の参画機関である水産機構及び北海道の水産試験

研究機関等には、解析及びデータを資源評価検討の場であるブロック資源評価会議前

に公開している。資源評価の翌年度までに水産庁のホームページにて公開している。

報告書作成過程では、複数の有識者による助言協力を仰ぎ、有識者の意見に沿った修

正がブロックの資源評価会議でなされる。本資源は 9 月に開催される北海道ブロック

資源評価会議でその資源評価案が議論される。本会議は公開し一般傍聴を受け付けて

いる。検討の場が公開されており、資源評価手法並びに結果については外部査読が行

われている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
データや検討の

場が非公開であ

り、報告書等の

査読も行われて

いない 

. データや検討の場が条

件付き公開であり、資

源評価手法並びに結果

については内部査読が

行われている 

. データや検討の場が

公開されており、資

源評価手法並びに結

果については外部査

読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 

 第 7次栽培漁業基本方針(水産庁 2015)によれば、放流種苗を成長後にすべて漁獲する

ことを前提に放流を継続する従来の取り組みではなく、栽培漁業が沿岸資源の維持及

び回復に確実に寄与するよう親魚を獲り残して再生産を確保する資源造成型栽培漁業

を推進することが謳われている。ここでは従来の一代回収型としての栽培漁業(1.1.4.1)、
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及び資源造成型としての栽培漁業の効果(1.1.4.2)について評価を行う。あわせて天然資

源への影響(北田 2001)についても評価を行う(1.1.4.3)。 

 

1.1.4.1 漁業生産面での効果把握 

 本資源の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。  

1点 2点 3点 4点 5点 
混入率、回収率

は調査されてい

ない 

. 一定期間混入率、また

は回収率が調査されて

いるが、放流効果は顕

著とはいえない 

. 一定期間以上混入率ま

たは回収率が調査され

ており、放流効果が顕

著に認められる 

 

1.1.4.2 資源造成面での効果把握 

 本資源の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。  

1点 2点 3点 4点 5点 
漁獲物中に人工

種苗が成長し親

魚になった個体

は見られない 

. 漁獲物中に人工

種苗が成長し親

魚になった個体

が時々見られる 

漁獲物中に人工

種苗が成長し親

魚になった個体

が常に見られる 

人工種苗が再生

産に寄与してい

ることが確認さ

れている 

 

1.1.4.3 天然資源に対する影響 

 本資源の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。  

1点 2点 3点 4点 5点 
放流魚による天

然資源の置き換

えについて調査

されていない 

放流魚による天然

資源の置き換えに

ついて調査し、発

生が疑われている 

. . 放流魚による天然資源

の置き換えについて調

査し、発生していない

ことが確認されている 

 

1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 

 1996～2020 年の標準化 CPUE の平均値を 50 として、各年の相対値を資源水準指数と

した。図 1.2.1 に示したように水準指数 70 以上を高位水準、30 以上 70 未満を中位水準、

30未満を低位水準としたところ、2020年の水準指数は 23であったため、資源水準は低

位と判断した。また、最近 5年間(2016～2020年)における標準化 CPUEの推移から、資

源動向は減少と判断した。以上のことから評価手法②により判定し 1 点を配点する。 
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図 1.2.1 水準・動向 

 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① 限界管理基準値

以下 
目標管理基準

値～限界管理

基準値・減少 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・横ばい 

目標管理基準

値～限界管理

基準値・増加 

目標管理基準値

以上 

② 低位・減少 
低位・横ばい 
判定不能、不明 

低位・増加 
中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 
中位・増加 

高位・増加 
高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 

 本資源は日本水域とロシア水域にまたがって分布しており、ロシア水域での漁業情

報が不足しているため、現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響は判定不

能である。以上のことから評価手法⑤により判定し、1 点を配点する。 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 
Fcur ＞ Fmsyまたは 
SBcur ≦ SBtarget 
Fcur ≦ Fmsy 

. SBcur ＞ 
SBtarget 
Fcur ≦ 
Fmsy 

② Bcur ≦ Blimit  
Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit  
Fcur ＞ Flimitまたは

Bcur ≦ Blimit Fcur 
≦ Flimit 

. Bcur ＞ 
Blimit 
Fcur ≦ 
Flimit 

③ Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

④ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

⑤ 不明、判定不能 . . . . 
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1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 

 またがり資源であり、漁業情報が不足していることから、現状漁獲圧での資源枯渇

リスクは判定していない。以上のことから評価手法④により判定し、1点を配点する。 

評価

手法 
1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リス

クが中程度と

判断される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 
②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リス

クが低いと判

断される 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 

 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報

を増大させる一環として位置づけられる(松宮 1996)。漁業管理方策策定における資源

評価結果の反映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 

 「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」のもと、資源回復計画で実施した漁獲努

力量削減の取り組みを継続していることから(濱津ほか 2022)、4 点を配点する。  

1点 2点 3点 4点 5点 
漁獲制

御規則

はない 

漁獲制御規則が

あるが、漁業管

理には反映され

ていない 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 

 我が国の資源管理のための漁獲方策(harvest control rule)では、管理基準設定に際し不

確実性を考慮した管理基準が設定されているが、施策には反映されていない。以上よ

り 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
予防的措置が考

慮されていない 
予防的措置は考慮

されているが、漁

業管理には反映さ

れていない 

. 予防的措置は考慮

されており、その

一部は漁業管理に

十反映されている 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 
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1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 

 環境変化の影響については、調べられていない。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
環境変化の影響

については、調

べられていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影

響が把握さ

れ、一応考慮

されている 

環境変化の影

響が把握さ

れ、十分に考

慮されている 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 

 現在は関係者の検討により、漁獲努力量削減の取り組みを継続していることから(濱

津ほか 2022)、3 点を配点する。  

1点 2点 3点 4点 5点 
外部専門家や利害関係者の意

見は全く取り入れられていな

い、または、資源評価結果は

漁業管理へ反映されていない 

. 内部関係者の

検討により、

策定されてい

る 

外部専門家

を含めた検

討の場があ

る 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 

 遊漁、外国漁船、IUUの漁獲の影響は考慮されていない。以上より1点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
遊漁、外

国漁船、

IUUなどの

漁獲の影

響は考慮

されてい

ない 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考

慮した漁業管

理方策の提案

に向けた努力

がなされてい

る 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考慮

する必要があ

り、一部に考慮

した漁業管理方

策の提案がなさ

れている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を殆ど考慮する

必要がないか、も

しくは十分に考慮

した漁業管理方策

の提案がなされて

いる 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

がないか、もしく

は完全に考慮した

漁業管理方策の提

案がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 

概要 

操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング(2.1) 

本海域のイカナゴ類は 3 種が混ざっているが漁獲統計は区別されておらず生物特性、

生態等が詳らかでない種も存在する(2.1.1 3 点)。稚内沖合海域において北海道の調査

により定期的に海洋観測が行われている(2.1.2 3 点)。漁業情報からは混獲や漁獲物組

成に関する情報は十分得られていない(2.1.3 3 点)。 

 

同時漁獲種(2.2) 

イカナゴ類を狙う沖合底びき網漁業 1 そうびき(以下、沖底)では混獲利用種、非利用

種はともにほぼなしと考えられる(2.2.1 5 点、2.2.2 4 点)。対象海域に分布する希少

種へのリスクは全体的に低いと判断された(2.2.3 4 点)。 

 

生態系・環境(2.3) 

食物網を通じたイカナゴ類漁獲の間接影響については以下のとおりである。イカナ

ゴ類の捕食者と考えられるスケトウダラ、マダラで資源が懸念される状態にはないの

で 4 点とする(2.3.1.1)。イカナゴ類の餌生物としてツノナシオキアミとニホンウミノミ

の PSA 評価を実施した結果、リスクは低かったが定量評価でないため 3 点とした

(2.3.1.2)。イカナゴ類の競争者と考えられたのはホッケであるが、資源状態に懸念が残

るため 3 点とした(2.3.1.3)。長期的に総漁獲量及び漁獲物平均栄養段階の低下が認めら

れ、沖底の影響を排除できなかったため、3 点とした(2.3.2)。 

海底環境の変化についてみると、北海道日本海北区の宗谷海峡周辺における沖底(オ

ッタートロール)の規模と強度は低く、漁獲物栄養段階組成に大きな変化は認められな

いことから、海底環境の変化は重篤な状況ではないと判断した(2.3.4 4 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

濱津ほか(2021)によれば、宗谷海峡周辺海域のイカナゴ類漁法別漁獲量は、総漁獲

量7,191トンに対し沖底(オッタートロール)6,059トン(90.5％)、沿岸漁業675トン(9.4％)

等である。よって評価対象漁業は沖底(オッタートロール)とする。 

 

② 評価対象海域の特定 
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濱津ほか(2021)によれば、宗谷海峡周辺海域のイカナゴ類の漁場は北海道日本海北

区の宗谷海峡周辺である。このため評価対象海域は北海道日本海北区(特に宗谷総合振

興局管内)とする。 

 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具、漁法 

・沖底：オッタートロール：網口は東北海域の例では 50m 以上。曳網速度は、鳥取県

の試験操業の例では 2.6～3.2ノット(倉長ほか 1999)、1回の曳網時間はおよそ 2時間(金

田 2005)である。 

 

2) 船サイズ、操業隻数、総努力量 

160 トン。2018 年漁業センサスによれば、宗谷総合振興局管内の沖底の経営体数は

7(枝幸町 1、稚内市 6)であるが(農林水産省 2020)、オッタートロールは稚内市に 1 隻で

ある(全底連 2020)。 

 

3) 主要魚種の年間漁獲量 

2019 年の農林水産統計(農林水産省 2021)によれば、宗谷総合振興局管内における魚

種別漁獲量で上位に来る種は以下のとおりである。 
  漁獲量(トン) 率(％) 

ホタテ 152,658 69.6 

スケトウダラ 15,092 6.9 

ホッケ 11,488 5.2 

マダラ 8,587 3.9 

いかなご類 6,754 3.1 

さけ類 5,765 2.6 

たこ類 4,223 1.9 

総計 219,486  

 

4) 操業範囲：大海区、水深範囲 

北海道日本海北区(特に宗谷総合振興局管内)。水深50～70ｍ(北海道ぎょれん 2015)。 

 

5) 操業の時空間分布 

漁期は 6～8 月(主に 6・7 月)(北海道漁業調整事務所・水産機構水産資源研究所 2020)。

漁場は中海区オコック沿岸、小海区稚内イース場のうち 10 分升目の漁区番号で 769 と

いわれる漁区(北緯 45°30′～40′、統計 142°10′～20′)に集中している(北海道漁

業調整事務所・水産機構水産資源研究所 2020)。 
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6) 同時漁獲種 

・混獲利用種 

2019 年の宗谷総合振興局管内の沖底による魚種別漁獲量は以下のとおりである(農林水

産省 2021)。 
  漁獲量(トン) 率(％) 
スケトウダラ 14,959 44.3 

いかなご類 6,080 18.0 

マダラ 4,445 13.2 

ホッケ 3,224 9.5 

かれい類 753 2.2 

総計 33,769  

ここで北海道漁業調整事務所・水産機構水産資源研究所(2020)による沖底での 2019

年漁場別魚種別漁獲統計をみると、オッタートロールでイカナゴが漁獲された月(6～8

月)・漁区(769)での魚種別漁獲量は以下のとおりである。 
月 イカナゴ マダラ ホッケ スルメ カジカ その他 合計 

6 2,742,366 12,568 1,324 0 499 28,895 2,785,707 
7 3,126,991 664 956 272 35 501 3,129,465 
8 633,481 0 11 3,242 0 10,334 648,230 

合計 6,502,838 13,232 2,291 3,514 534 39,730 6,563,402 

率(%) 99.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 100.0 

 オッタートロールでは総漁獲量の 99.1％はイカナゴであった。すなわち、混獲利用

種はほぼないといえる。 

 

・混獲非利用種：上記月別・魚種別沖底統計(北海道漁業調整事務所・水産機構水産資

源研究所 2020)を見る限り、混獲非利用種もほぼ漁獲されないと考えられる。 

   

7) 希少種 

環境省レッドデータブックを根拠とした。環境省による 2020 年レッドデータブック

掲載種の中で、生息環境がイカナゴ類宗谷海峡の分布域と重複する動物は以下のとお

りである(環境省 2020)。 

  

 爬虫類 

アカウミガメ(EN) 

 鳥類 

ウミガラス(CR)、ウミスズメ(CR)、エトピリカ(CR)、ヒメウ(EN)、アホウドリ

(VU) 

 
④  評価対象⿂種に関する種苗放流事業の有無 
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2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

本海域のイカナゴ類はイカナゴ、キタイカナゴ、オオイカナゴの 3 種が混ざってい

るが漁獲統計上は区別されておらず、種によっては生物特性、生態等が詳らかでない

ものも存在する(濱津ほか 2021)。よって 3 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

利用できる

情報はない 
 部分的だが

利用できる

情報がある 

リスクベース評

価を実施できる

情報がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 
2.1.2 科学調査の実施 

稚内沖合海域において北海道立総合研究機構により定期的に海洋観測が行われてい

る。したがって 3 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

科学調査は実施

されていない 
 海洋環境や生態系

について部分的・

不定期的に調査が

実施されている 

海洋環境や生態系

に関する一通りの

調査が定期的に実

施されている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 
2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

統計法に則り行政機関により県別・漁業種類別・魚種別漁獲量等は調査され公表さ

れている(農林水産省 2021)。しかしこれだけでは混獲や漁獲物組成に関する情報は十

分得られていないため 3 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

漁業活動から

情報は収集さ

れていない 

 混獲や漁獲物組

成等について部

分的な情報が収

集可能である 

混獲や漁獲物組成等

に関して代表性のあ

る一通りの情報が収

集可能である 

漁業を通じて海洋環境や生

態系の状態をモニタリング

できる体制があり、順応的

管理に応用可能である 

 

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

 評価範囲③ 6)に示したとおり、混獲利用種はほぼなしと考えられるため、5点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を 混獲利用種の中 混獲利用種の中に混獲に 混獲利用種の中 個別資源評価に基
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実施で

きない 
に資源状態が悪

い種、もしくは

混獲による悪影

響のリスクが懸

念される種が多

く含まれる 

よる資源への悪影響が懸

念される種が少数含まれ

る。CA や PSA において

悪影響のリスクは総合的

に低いが、悪影響が懸念

される種が少数含まれる 

に資源状態が悪

い種、もしくは

混獲による悪影

響のリスクが懸

念される種が含

まれない 

づき、混獲利用種

の資源状態は良好

であり、混獲利用

種は不可逆的な悪

影響を受けていな

いと判断される 

 
2.2.2 混獲非利用種 

 評価範囲③ 6)に示したごとく、混獲非利用種もほぼ存在しないと考えられるが、投棄物

の存在は不明であるため 4 点とする。 
1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を

実施で

きない 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種が多数含まれ

る。PSA において

悪影響のリスクが

総合的に高く、悪

影響が懸念される

種が含まれる 

混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

少数含まれる。PSA
において悪影響のリ

スクは総合的に低い

が、悪影響が懸念さ

れる種が少数含まれ

る 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSA において悪影

響のリスクは低

く、悪影響が懸念

される種は含まれ

ない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲種は

資源に悪影響を

及ぼさない持続

可能レベルにあ

ると判断できる 

 
2.2.3 希少種 

環境省(2020)のレッドデータブック掲載種の中で、生息環境が北海道日本海北区(日

本海及びオホーツク海)と重複する動物に対し、PSA 評価を行った結果を以下に示す。

栄養段階の高いアカウミガメのみリスクは中程度であったが、いずれの種も沖底との

遭遇リスクは低いため、悪影響の懸念は小さいと考えられることから 4 点とする。 

 
 
希少種の生産性に関する生物特性値 
評価対象生物 成 熟 開

始 年 齢

(年) 

最大年

齢(年) 
抱

卵

数 

最大体

長(cm) 
成熟体

長(cm) 
栄 養

段 階
TL 

出典 
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アカウミガメ 35 70～80 400 110 80 4.0 岡本ほか (2019), 石原(2012), 
Seminoff (2004) 

エトピリカ 3 30 1 40 < 40 3.5 浜口ほか(1985), Hansen and 
Wiles(2015), Aydin et al(2007) 

ウミガラス 5 15 1 40 < 40 3.5+ BirdLife International (2018) 

ウミスズメ 2 7 2 26 24 3.8 叶内ほか (1998), Preikshot 
(2005)，HAGR (2017) 

ヒメウ 3 18 3 73 63 4.2 浜口ほか(1985), Hobson et al. 
(1994), Clapp et al (1982) 

アホウドリ 6 25 1 94 84 4+ 長谷川(1998) 

 
1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を

実施で

きない 

希少種の中に資源状態

が悪く、当該漁業によ

る悪影響が懸念される

種が含まれる。PSA や

CA において悪影響の

リスクが総合的に高

く、悪影響が懸念され

る種が含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種が少

数含まれる。PSA
や CA において悪

影響のリスクは総

合的に低いが、悪

影響が懸念される

種が少数含まれる 

希少種の中に資源

状態が悪い種は含

まれない。PSA や

CA において悪影響

のリスクは総合的

に低く、悪影響が

懸念される種は含

まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

2.3 生態系・環境 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 

2.3.1.1 捕食者 

捕食者としては、魚類、海獣類のトドが考えられている(三宅 2003)。国内に来遊す

るトドは、環境省版レッドリストにおいて「絶滅の危険が増大している種」として絶

滅危惧 II 類(VU)にランク付けされていたが、2012 年に行われた見直しで、準絶滅危惧

(NT)にランクを下げた(環境省 2012)。その理由として、平成 21 年度の水産庁調査でお

よそ 5,800 頭が我が国に来遊していると推定されること、起源となるアジア集団は 

1990 年代以降個体数が増加傾向にあることが挙げられている(環境省 2012)。一方、北

海道周辺へのトドの来遊動向は年代ごとに大きく変化しているが(水産庁、水産研究・

教育機構 2017)、2014 年からは同年 8 月に策定された「トド管理基本方針」にもとづ

き、適切な管理が行われており資源状態に懸念はないものと考えられる。一方、イカ

ナゴを捕食すると思われるスケトウダラ、マダラの 2 魚種について CA 評価を行い、4

点とした。 

評価対象漁業   沖底  
評価対象海域   日本海(北海道日本海)   
評価対象魚種   スケトウダラ、マダラ 
評価項目番号   2.3.1.1   

評価項目   捕食者 
評価対象要素   資源量   4 
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再生産能力       

年齢・サイズ組成       

分布域       

その他：       

評価根拠概要   

主要な捕食者と考えられるスケトウダラの資源量は MSY 水準を満たしていな

いものの、漁獲圧が低下傾向にあり、親魚量が増加傾向にあることから、懸

念は小さい。またマダラの資源状態は高位・横ばいのため資源状態に懸念は

なく、4 点とする。   

評価根拠   

スケトウダラ(日本海北部系群)、マダラ(北海道日本海)については資源評価が

行われており、結果は以下のとおりである。   
   
・スケトウダラ日本海北部系群：チューニング VPA により 2 歳以上の年齢別

資源尾数･重量を推定した。資源量指標値としては音響資源調査による現存量

推定値を用いた。2019 年漁期の親魚量は SBmsy の 0.15 倍であり、近年 5 年
間(2015～2019 年漁期)の推移から増加と判断される。漁獲圧は近年低下傾向

にあり、2017、2019 年漁期は MSY を実現する水準を下回った(千村ほか 
2021)。 
・マダラ北海道日本海：100 トン以上の沖底かけまわし船によるマダラの有漁

操業の CPUE にもとづいて資源評価を行った。過去 35 年間(1985～2019 年漁

期)における沖底 CPUE の推移より 2019 年漁期の資源水準は高位、資源動向

は直近 5 年間(2015～2019 年漁期)における沖底 CPUE の推移にもとづいて増

加と判断されている(境ほか 2021)。 
 
スケトウダラの現状の親魚量に懸念は残るが、現状の漁獲圧が MSY を実現す

るための水準を下回っており、さらに資源が増加傾向にあるので、懸念が小

さいと判断される。加えて、マダラの資源状態に懸念は認められず、4 点とす

る。  

 
1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を実施

できない 
多数の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

一部の捕食者

に定向的変化

や変化幅の増

大などの影響

が懸念される 

CA により対象漁

業の漁獲・混獲に

よって捕食者が受

ける悪影響は検出

されない 

生態系モデルベースの

評価により、食物網を

通じた捕食者への間接

影響は持続可能なレベ

ルにあると判断できる 

 

2.3.1.2 餌生物 

未成魚は、カイアシ類等の浮遊性甲殻類や珪藻類を捕食し、成魚は、カイアシ類、

端脚類、オキアミ類、十脚類、ヤムシ類、魚類を捕食している(北口 1977, 水産庁研究

部 1989)。本項ではイカナゴ類の主要な餌料として小型甲殻類が重要と考え、ツノナシ

オキアミとニホンウミノミの PSA 評価を行った。その結果、ツノナシオキアミとニホ

ンウミノミに対する懸念は低いと判断されたが定量評価でないため、3 点とした。 
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1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を

実施で

きない 

対象漁業の漁獲・

混獲や種苗放流に

よる、多数の餌生

物に定向的変化や

変化幅の増大など

の影響が懸念され

る 

対象漁業の漁獲・

混獲や種苗放流に

よる、一部の餌生

物に定向的変化や

変化幅の増大など

の影響が懸念され

る 

CA により対象

漁業の漁獲・

混獲や種苗放

流によって餌

生物が受ける

悪影響は検出

されない 

生態系モデルベースの評

価により、対象漁業の漁

獲・混獲や種苗放流によ

る食物網を通じた餌生物

への間接影響は持続可能

なレベルにあると判断で

きる 

 
2.3.1.3 競争者 

日本海北海道の沿岸で小型甲殻類を補食するハタハタやホッケは競合者になるであ

ろう。ハタハタは日本海北部系群で資源評価が実施されているが、北海道周辺に分布

するハタハタとは別系群になると考えられる(沖山 1970)。本項ではホッケで CA 評価を

行い、ホッケの資源状態に懸念が残るため 3 点とした。 

イカナゴ類競争者に対する CA 評価  

評価対象漁業  沖底 
評価対象海域  北海道道北 
評価対象魚種  ホッケ 
評価項目番号  2.3.1.3  

評価項目  競争者  

評価対象要素  

資源量  3  

再生産能力     

年齢・サイズ組成     

分布域     

その他：     

評価根拠概要  
イカナゴ類競争者であるホッケの資源状態が懸念される状態であるため 3 点

とする。  

評価根拠  

ホッケ(道北系群)の資源状況は以下のとおりである。 
  
 ・ホッケ道北系群：コホート解析により 1985～2019 年の年齢別資源尾数、

資源量、漁獲係数 F を計算した。コホート解析では、2005～2019 年の 100 ト
ン以上の沖底かけまわし船の標準化 CPUE を用い、チューニングを行った。

本系群における F は、2000 年以降(2001 年を除く)、2015 年まで Fmsy を上回

っていた。2016 年以降は Fmsy を下回っており、2018 年の F は、Fmsy の 
0.89 倍、2019 年は 1.00 倍となった。親魚量は 2000 年以降(2001 年を除

く)SBmsy を下回っており、2019 年の親魚量は SBmsy の 0.22 倍である。親魚

量の動向は、近年 5 年間(2015～2019 年)の推移から横ばいと判断される(森田

ほか 2021)。  
   
以上のごとくイカナゴ類の競争者にはホッケがあるが、必ずしも楽観できる

資源状態になく、懸念が残るため 3 点とする。  
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1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を

実施で

きない 

対象漁業の漁獲・

混獲や種苗放流に

よる、多数の競争

者に定向的変化や

変化幅の増大など

の影響が懸念され

る 

対象漁業の漁獲・

混獲や種苗放流に

よる、一部の競争

者に定向的変化や

変化幅の増大など

の影響が懸念され

る 

CA により対象

漁業の漁獲・混

獲、種苗放流に

よって競争者が

受ける悪影響は

検出されない 

生態系モデルベースの

評価により、対象漁業

の漁獲・混獲や種苗放

流による食物網を通じ

た競争者への間接影響

は持続可能なレベルに

あると判断できる 

 

2.3.2 生態系全体 

図 2.3.2a に示すように、評価対象海域における漁獲物の栄養段階組成をみると、漁

獲は栄養段階 2.0 や 3.5 付近で多く、図 2.3.2b のホタテガイやホッケなどが寄与して

いることがわかる。 

 
図 2.3.2a 2018 年の海面漁業生産統計調査から求めた、宗谷総合振興局の漁獲物栄養段階組成 
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図 2.3.2b 2019 年の海面漁業生産統計にもとづく宗谷総合振興局の漁獲物の種組成 

 
図2.3.2c 海面漁業生産統計調査から求めた、評価対象海域の総漁獲量と漁獲物平均栄養段階の

推移 
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図2.3.2cに示したとおり、総漁獲量及び漁獲物の平均栄養段階は長期的に低下してい

る。これらはホッケやカレイ類等高次の栄養段階にある魚類の減少が寄与していると

考えられ、沖底の要因を排除できないため3点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を

実施で

きない 

対象漁業による影響

の強さが重篤であ

る、もしくは生態系

特性の定向的変化や

変化幅拡大が起こっ

ていることが懸念さ

れる 

対象漁業による影

響の強さは重篤で

はないが、生態系

特性の変化や変化

幅拡大などが一部

起こっている懸念

がある 

SICA により対象

漁業による影響の

強さは重篤ではな

く、生態系特性に

不可逆的な変化は

起こっていないと

判断できる 

生態系の時系列

情報に基づく評

価により、生態

系に不可逆的な

変化が起こって

いないと判断で

きる 

 
2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 

 イカナゴは種苗放流対象種ではないため本項目は評価せず。 

 
2.3.4 海底環境 

 沖底 1 そうびき（オッタートロール）は着底漁具を用いる漁法であるが、本資源の

対象となる北海道日本海北区(宗谷海峡周辺)において、着底漁具による撹乱に対する

海底環境の応答を評価するための長期的な時系列データ(多様度指数等)が利用可能で

はないため、SICA 評価を行った。 

評価対象漁業 沖底1そうびき（オッタートロール） 
評価対象海域 北海道日本海北区(宗谷海峡周辺) 
評価項目番号 2.3.4 

評価項目 海底環境 
空間規模スコア 1 

空間規模評価根

拠概要 
対象海域は、日本のEEZ内における北海道日本海北区の宗谷海峡周辺(北緯44
度40分以北、東経145度以西)とし、総面積は483,260km2となった。沖底オッ

タートロールは、この対象海域のうち、イカナゴ類の漁場となる中海区(オ
コック沿岸)での操業を対象とした。漁獲成績報告書に記載された農林漁区

(緯度経度10分メッシュ)別の操業記録から2009〜2019年に操業実績のある漁

区の面積を合計した。その結果、操業面積は9,703 km2と推定され、対象海域

のうちの2 %を占めた。評価手順書に沿うと沖底オッタートロールの空間規

模スコアは1点となる。 
時間規模スコア 1 

時間規模評価根

拠概要 
イカナゴ類を対象とした沖底の漁期は6〜8月の3ヶ月間である(北海道漁業調

整事務所・水産機構水産資源研究所 2020)。実際には荒天等で操業日数は制

限されるが年間のうち20%が操業日数と考えると、時間規模スコアは1点と

なる。 
影響強度スコア 1.44 

影響強度評価根

拠概要 
空間規模と時間規模のスコア、それぞれ1点、1点、漁法はオッタートロール

であるから強度スコアを算出すると、(1*1*3)^(1/3) = 1.44となる。 
水深スコア 2 

水深スコア評価 宗谷海峡周辺に分布するイカナゴ類は、水深40〜80mの砂礫地帯に生息して
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根拠概要 いる(稚内水産試験場 2015)。したがって、水深スコアは2点を配点する。 
地質スコア 2 

地質スコア評価

根拠概要 
下図のとおり、イカナゴ類を対象とする沖底オッタートロール漁場の底質は

礫や転石とみられる(MIRC 2016)。したがって、地質スコアは2点を配点す

る。 

 
地形スコア 1 

地形スコア評価

根拠概要 
水深データから算出した凹凸度を指標とすると (Evans 2021)、下図のとおり

イカナゴ類を対象とする沖底オッタートロール漁場は平坦と考えられるた

め、地形スコアを1点とした。 

 
総合回復力 1.67 

総合回復力評価

根拠概要 
上記3要素の算術平均((2+2+1)/3)から総合回復力は1.67となった。 

SRスコア 1(低い(2.2)) 
SRスコア評価

根拠概要 
S(規模と強度)とR(回復力)のユークリッド距離を求めると(SQRT(S^2＋
R^2))2.2となったためスコアは1(影響強度は低い)となった。 
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Consequence 
(結果) 
スコア 

  
  

種構成 
 

機能群構成   

群集分布   

栄養段階組成 4 

サイズ組成   
Consequence 
評価根拠概要 

ここでは、イカナゴ類漁場の沖底オッタートロール船の漁獲物栄養段階組成

(MTLc)の経年変化をもとに栄養段階組成に着目して、影響強度の結果を評価

した。 

 
上図のようにMTLcは、2006年に最低値をとったのち、2012年まで上昇、そ

れ以降に下降したが、ほとんどの年の間で変動幅は小さい。したがって、結

果スコアは4点を配点する。 
総合評価 4   

総合評価根拠 
概要 

規模と強度(SI)の評価点は1点と低く、栄養段階組成から見た結果(C)にも大

きな変化は認められないことから、当該漁業が海底環境に及ぼす影響は重篤

ではないと判断した。 

 

 

 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を

実施で

きない 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトが重篤であ

り、漁場の広い範囲

で海底環境の変化が

懸念される 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトは重篤ではな

いと判断されるが、

漁場の一部で海底環

境の変化が懸念され

る 

SICA により当該

漁業が海底環境

に及ぼすインパ

クトおよび海底

環境の変化が重

篤ではないと判

断できる 

時空間情報に基

づく海底環境影

響評価により、

対象漁業は重篤

な悪影響を及ぼ

していないと判

断できる 
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2.3.5 水質環境 

 2020 年の第一管区管内での海上環境関係法令違反のうち、県漁業調整規則(有害物の

遺棄または漏せつ)違反、及び水質汚濁防止法違反は認められなかったため(海上保安

庁 2020)、水質環境への影響は軽微であると考え 4 点とする。 

1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

多くの物質に関して

対象漁業もしくは、

種苗生産施設等から

の排出が水質環境へ

及ぼす悪影響が懸念

される。もしくは取

り組み状況について

情報不足により評価

できない 

 一部物質に関

して対象漁業

もしくは、種

苗生産施設等

からの排出が

水質環境へ及

ぼす悪影響が

懸念される 

対象漁業もし

くは、種苗生

産施設等から

の排出物は適

切に管理され

ており、水質

環境への負荷

は軽微である

と判断される 

対象漁業もしくは、種苗生

産施設等からの排出物は適

切に管理されており、水質

環境への負荷は軽微である

と判断されるだけでなく、

対象漁業もしくは、種苗生

産施設等による水質環境へ

の負荷を低減する取り組み

が実施されている 

 
2.3.6 大気環境 

長谷川(2010)によれば、我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量・水揚げ金額あたり二

酸化炭素排出量の推定値は表 2.3.6 のとおりである。沖底は 0.924 t-CO2/t と我が国漁業

の中では低めの CO2排出量となっているため 4 点とする。 

 
表2.3.6 漁業種類別の漁獲量・生産金額あたりCO2排出量試算値(長谷川 2010による) 

漁業種類 t-CO2/t t-CO2/百万円 
小型底びき網縦びきその他 1.407 4.98 
沖合底曳き網１そうびき 0.924 6.36 
船びき網 2.130 8.29 
中小型１そうまき巾着網 0.553 4.34 
大中型その他の１そうまき網 0.648 7.57 
大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 9.2 
さんま棒うけ網 0.714 11.65 
沿岸まぐろはえ縄 4.835 7.95 
近海まぐろはえ縄 3.872 8.08 
遠洋まぐろはえ縄 8.744 12.77 
沿岸かつお一本釣り 1.448 3.47 
近海かつお一本釣り 1.541 6.31 
遠洋かつお一本釣り 1.686 9.01 
沿岸いか釣り 7.144 18.86 
近海いか釣り 2.676 10.36 
遠洋いか釣り 1.510 10.31 

 
1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

評価を

実施で

きない 

多くの物質に関

して対象漁業か

らの排出ガスに

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出ガスによ

対象漁業からの排

出ガスは適切に管

理されており、大

対象漁業による大気環境

への負荷を軽減するため

の取り組みが実施されて
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よる大気環境へ

の悪影響が懸念

される 

る大気環境への

悪影響が懸念さ

れる 

気環境への負荷は

軽微であると判断

される 

おり、大気環境に悪影響

が及んでいないことが確

認されている 
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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容(3.1) 

沖合底びき網漁業 1 そうびき(以下、沖底)は大臣許可漁業でありトン数別の隻数が定

められ、省令で操業禁止海域、期間等が設定されている。さらに、本資源については

漁獲努力可能量(TAE)制度により 7・8 月の漁獲努力量が制限されてきた。自主的な措

置として資源回復計画で取り組んできたイカナゴを対象とした操業期間の短縮等の措

置を採ることとされ、減船も実施された。以上のとおりインプット・コントロールが

成立している(3.1.1 3 点)。宗谷海峡海域でイカナゴを漁獲する沖底について、コッド

エンドの網目制限が設けられていることからテクニカル・コントロールが導入されて

いる(3.1.2 3 点)。関係漁業者団体による環境修復活動が行われている(3.1.4.2 5 点)。 

 

執行の体制(3.2) 

 本資源はロシア水域にまたがって分布しており、生息域全体をカバーした管理体制

は存在しない(3.2.1.1 2 点)。沖底の取り締まりについては主に水産庁が実施している

(3.2.1.2 5 点)。関係法令に違反した場合、有効と考えられる制裁が設定されている

(3.2.1.3 5 点)。改正漁業法では大臣は資源管理について現行の取り組みの検証を行い

必要に応じて取組内容の改善を図るとされており、さらに漁業者による資源管理協定

(今後締結予定)の参加者自らによる実施状況の検証、改良、報告が行われるよう指導

するとあるため、資源管理を順応的に行う仕組みが作られている(3.2.2 3 点)。 

  

共同管理の取り組み(3.3) 

 すべての漁業者は漁業者組織に所属しており、特定できる(3.3.1.1 5 点、3.3.1.2 5

点)。本資源に対して自主的な管理が実施されており漁業者組織の管理に対する影響力

は強い(3.3.1.3 5 点)。漁業関係者は本資源の自主的管理、公的管理に主体的に参画し

ている(3.3.2.1 4 点、3.3.2.2 5 点)。幅広い利害関係者が資源管理に参画し(3.3.2.3 5

点)、漁業者が管理施策の意思決定に参画する仕組みが存在している(3.3.2.4 3 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

イカナゴ類宗谷海峡は、北海道(稚内市)の沖底で大部分が獲られている。2019 年の

農林水産統計によれば、宗谷総合振興局管内のイカナゴ類漁法別漁獲量は下表のとお
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りである(農林水産省 2021)。濱津ほか(2021)によれば、2019年の沖底によるイカナゴ類

漁獲量のうちオッタートロールは 6,509 トン、かけまわしは 6 トンであった。したがっ

て、評価対象漁業は沖底(オッタートロール)とする。 

  合計 沖底 その他の漁業 

宗谷 6,754 6,080 674 

オホーツク 436 436 0 

合計 7,190 6,516 674 

率(%)   90.6 9.4 

 

② 評価対象都道府県の特定 

北海道のうち宗谷総合振興局管内とする。宗谷総合振興局管内におけるオッタート

ロールの根拠地は稚内市である。 

 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

評価対象となる北海道日本海北区の対象漁業について、以下の情報を集約する。 

1) 漁業権、許可証、及び後述する各種管理施策の内容 

2) 監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3) 関係者の特定や組織化、意思決定への参画等の共同管理の取り組み 

4) 関係者による生態系保全活動の内容 

 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無  
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

沖底は農林水産大臣が許可する大臣許可漁業であり、操業区域によって漁船のトン

数とトン数別の隻数が定められている(農林水産省 2017a, b)。また、省令により操業禁

止海域、期間等が設定されている(農林省 1963)。オホーツク海海域でのオッタートロ

ール操業については日ロ中間ラインとオッタートロール禁止ラインに囲まれた海域に

限られ、期間は 6～10 月である。さらに、宗谷海峡のイカナゴについては漁獲努力可

能量(TAE)制度により 7・8 月の指定された海域での漁獲努力量が制限されてきた(水産

庁 2021a)。以上はインプット・コントロールに関する公的な措置であるが、さらに自

主的な措置として「我が国の海洋生物資源の資源管理指針」(水産庁 2018)では北海道

オホーツク海地区の沖底については「宗谷海峡海域イカナゴ資源回復計画(2004 年 4 月

22 日公表)」(水産庁 2004)で取り組んできたイカナゴを対象とした操業期間の短縮(6～

9 月に短縮)等の措置を採ることとされ、減船も実施された(堀本・佐藤 2020, 濱津ほか 

2021)。以上のとおり公的、自主的なインプット・コントロールが成立している。本資

源の 2019 年の資源水準・動向は低位・減少(濱津ほか 2021)とされるため、漁獲圧を有

効に制御できているとまではいえないため 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 沖底については、省令により操業禁止海域、期間等が設定されている(農林省 1963)。

宗谷海峡海域でイカナゴを漁獲する沖底について、コッドエンドの網目制限が設けら

れている(水産庁 2004)。これは小型魚保護のためと考えられる。テクニカル・コント

ロールが導入されているとし、3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コントロ

ールの施策が一部導入

されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 本種については種苗放流はなされていない。本項目の対象としない。 
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1点 2点 3点 4点 5点 
放流効果を高める措

置は取られていない 
. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 
. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 沖底の全国団体である全国底曳網漁業連合会では、海底環境保全に向けた試験を実

施した経過がある(全国底曳網漁業連合会・漁船協会 2004,2005)。オッタートロールは

沖底禁止ラインよりさらに沖に設定されているオッタートロール禁止ラインより陸側

では操業できず、操業期間は制限されている(農林省 1963)。本評価 2.3.4 では海底環境

への影響は軽微としているため、これを参照して 4 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 
規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 稚内を含め全国底曳網漁業連合会所属船では海洋ごみ回収の活動に取り組んでいる

(全国底曳網漁業連合会 2020)。沖底漁業者が属する業種別組合の上部組織である北海

道漁業協同組合連合会では漁民の森づくり活動推進事業を展開している(北海道ぎょれ

ん HP-a)。生態系保全・再生活動が行われており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保

全・再生活動

が一部行われ

ている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 本資源は宗谷海峡周辺からサハリン方面にかけてのオホーツク海に分布しており、

我が国漁船の漁獲対象となっているのは資源の一部とされる(堀本・佐藤 2020)。沖底

は水産庁管理調整課、同北海道漁業調整事務所が管轄している。漁業者団体としては

稚内機船漁業協同組合があり(北海道機船漁業協同組合連合会 2020)、上部組織は北海

道漁業協同組合連合会(北海道ぎょれん HP-b)、北海道機船漁業協同組合連合会で、全
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国組織はそれぞれ全国漁業協同組合連合会、全国底曳網漁業連合会となっている(全国

底曳網漁業連合会 2012)。我が国の管轄範囲内のイカナゴは 3.1.1 に示したごとく公的、

自主的な資源管理が実施されているが、現状では生息域全体をカバーした管理体制は

存在しないため 2 点とする。 

 

3.2.1.2 監視体制 

 沖底の取り締まりについては主に水産庁漁業取締本部と同札幌支部が実施している。

大臣許可漁業では一斉更新後の許可期間中に、原則として全許可船舶へのVMS(衛星船

位測定送信機)の設置と常時作動を義務付けることとする(水産庁 2017)とされた。十分

な監視体制が有効に機能しており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
監視はおこなわ

れていない 
主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 完璧とは言いがた

いが、相当程度の

監視体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 漁業法関連法、省令に違反した場合、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその

併科となる。罰則規定としては有効と考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
罰則・制裁は設

定されていない 
. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 
. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 本資源については、漁獲可能量による管理はなされておらず、改正漁業法のもとで

策定された資源管理基本方針(農林水産省 2020)では、第 7「漁獲可能量による管理以外

の手法による資源管理に関する事項」の 2 において大臣は現行の取り組みの検証を行

い必要に応じて取組内容の改善を図るとされている。また、第 7 の 3 では大臣が漁業

者による資源管理協定の締結を促進し(2023 年度末までに)、協定参加者自らによる実

施状況の検証、改良、報告が行われるよう指導するとある。以上のとおり改正漁業法

の下では資源管理を順応的に行う仕組みが作られているが、実際の検証や見直しがど

のように行われているか現状では評価する材料がないため 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
対象資源の生息域が

カバーされていない 
. 機能は不十分であるが、

生息域をカバーする管理

体制がある 

. 生息域をカバーする管

理体制が確立し機能し

ている 
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1点 2点 3点 4点 5点 
モニタリング結果を漁業

管理の内容に反映する仕

組みがない 

. 順応的管理の仕組みが部

分的に導入されている 
. 順応的管理が十分

に導入されている 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 沖底は大臣許可漁業であり、許可証にもとづいて操業している。すべての漁業者は

特定できることから 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 沖底漁業者は稚内機船漁業協同組合に所属している。上部組織は北海道漁業協同組

合連合会、北海道機船漁業協同組合連合会で、全国組織は全国漁業協同組合連合会、

全国底曳網漁業連合会である。すべての漁業者は漁業者団体に所属しており、5点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 本資源については、国の作成する資源管理指針(水産庁 2018)において、沖底の自主

的管理措置として「宗谷海峡海域イカナゴ資源回復計画(2004 年 4 月 22 日公表)」(水産

庁 2004)で取り組んできたイカナゴを対象とした操業期間の短縮等の措置を採ることと

されており、公的規制より 1ヶ月短い漁期の設定、月 1回連続 3日間の休漁、さらに減

船が行われており(濱津ほか 2021)、漁獲努力量の削減に強い影響力を有していると評

価される。このため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 
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3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 北海道機船漁業協同組合連合会は北海道機船漁業地域プロジェクト(稚内地区②)を

主導し、漁獲物の付加価値向上等を図っている(北海道機船漁業協同組合連合会 2015)。

稚内機船漁業協同組合は卸売市場を運営し、漁獲物や、その加工品の通販を実施して

いる(稚内機船漁業協同組合 2020)。このように、経営改善や流通販売に関する活動は

漁業者組織で全面的に実施されており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 
. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 
. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 漁業管理に関する沿海漁業協同組合での会議、代表者による道漁業協同組合連合会、

全国漁業協同組合連合会の会議への出席や、業種別漁業協同組合ラインでの組合内の

会合、北海道機船漁業協同組合連合会、全国底曳網漁業連合会での会合がある。具体

的資料は乏しいが、年間 12 回以上の会議への出席があると考えられ、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 日本海・九州西広域漁業調整委員会には稚内の沖底漁業者が漁業者代表委員として

参画している(水産庁 2021b)。また、水産政策審議会資源管理分科会にも全国漁業協同

組合連合会、北海道機船漁業協同組合連合会の役員が委員として参画している(水産庁

2021c)。このように、公的な管理を協議する場に適切に参画していると評価し、5 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

宗谷海区漁業調整委員会には稚内機船漁業協同組合の役員が知事選任学識経験委員

として参画している(宗谷総合振興局 2021)。当該海域における沖底の管理に携わる日

本海・九州西広域漁業調整委員会には、道府県互選委員として道府県海区漁業調整委

員会代表が 19 名、大臣選任委員として漁業関係者が 7 名、学識経験者が 3 名選任され

ている(水産庁 2021b)。また、沖底等の大臣許可漁業に関する施策案が諮問される水産

政策審議会資源管理分科会には、特別委員として水産ならびに海事関係の労働組合、
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水産物持続的利用のコンサルタント、遊漁団体等からの参画がある(水産庁 2021c)。主

要な利害関係者は資源管理に参画していると考えられるため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 改正漁業法にもとづく資源管理基本方針では資源管理協定(現在の資源管理指針にも

とづく自主的措置から 2023年度末までに移行予定)のもとでの、関係者による計画、評

価、見直しに関する意思決定過程が示されている(農林水産省 2020; 第 7 の 2､3)。以上、

関係者による意思決定機構が存在するが、検証と見直しの実施について、現状では評

価する材料がないため 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
意思決定機構が

存在せず、施策

に関する協議も

なされていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在し、施策の

決定と目標の見

直しがなされて

いる 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 本種については種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 
コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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4．地域の持続性 

概要 

漁業生産の状況(4.1) 

 イカナゴ類宗谷海峡は、北海道(稚内市)の沖合底びき網漁業 1そうびき(以下、沖底)

で大部分が獲られている。漁業収入のトレンドは中程度であった(4.1.1.1 3 点)。収益

率と漁業関係資産のトレンドについては、全国平均値の個人経営体のデータを用いた

結果、4.1.1.2は 1点と低く、4.1.1.3は 2点とやや低かった。経営の安定性については、

収入の安定性、漁獲量の安定性ともに 2 点とやや低かった。漁業者組織の財政状況は 5

点と高かった。操業の安全性は 5 点と高かった。地域雇用への貢献は高いと判断され

た(4.1.3.2 5 点)。労働条件の公平性については、漁業で特段の問題はなかった(4.1.3.3 

3 点)。 

加工・流通の状況(4.2) 

 買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取

引による競争原理は概ね働いている(4.2.1.1 5 点)。取引の公平性は確保されている

(4.2.1.2 5 点)。関税は冷凍では基本が 3.5%であるが、各種の優遇措置を設けている

(4.2.1.3 3 点)。卸売市場整備計画等により衛生管理が徹底されている(4.2.2.1 5 点)。 

仕向けは餌料と加工用食材である(4.2.2.2 2 点)。労働条件の公平性も特段の問題はな

かった(4.2.3.3 3 点)。以上より、本地域の加工流通業の持続性は概ね高いと評価でき

る。 

地域の状況(4.3) 

 先進技術導入と普及指導活動は行われており(4.3.1.2 5 点)、物流システムは整って

いた(4.3.1.3 5 点)。地域の住みやすさは全体平均で 4 点であった(4.3.2.1)。水産業関係

者の所得水準は高い(4.3.2.2 5 点)。漁具漁法及び加工流通技術における地域文化の継

続性は高い(4.3.3.1 及び 4.3.3.2 5 点)。 

 

評価範囲 

①  評価対象漁業の特定 

 沖底(北海道稚内市) 

②  評価対象都道府県の特定 

 北海道(稚内市) 

③   評価対象都道府県に関する情報の集約と記述 
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 評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他

後述する必要な情報を集約する。 

1) 漁業種類、制限等に関する基礎情報 

2) 過去 11 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 

3) 過去 36 ヶ月分の月別水揚げ量と水揚げ額 

4) 過去 3 年分の同漁業種 5 地域以上の年別平均水揚げ価格 

5) 漁業関係資産 

6) 資本収益率 

7) 水産業関係者の地域平均と比較した年収 

8) 「住みよさランキング」(東洋経済新報社 2021)による各都道府県沿海市の住みよ

さ偏差値 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 

  

4.1.1.1 漁業収入のトレンド 

 イカナゴ類の漁業種類ごとの漁獲金額は公表されていないことから、北海道日本海

北区におけるイカナゴの漁業産出額(農林水産省 2012～2021)に対して、イカナゴ総漁

獲量に占める評価対象漁業の漁獲量の比率を乗じることで求めた。漁業収入のトレン

ドは最近 10 年間(2010～2019 年)の漁獲金額のうち上位 3 年間の平均値と直近年(2019

年)の比率で評価した。結果は、北海道日本海北区の沖底では 82%で 3 点となった。 

1点 2点 3点 4点 5点 
50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 

 漁業経営調査報告(農林水産省）には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないた

め、漁業種類別のデータを用いて分析を実施する。北海道の沖底漁船は 100～200 トン

未満なので、漁業経営調査の会社経営体統計の沖底 100～200 トン階層の収益率のトレ

ンド-14%より 1 点を配す。  

1点 2点 3点 4点 5点 
0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 

 漁業経営調査報告(農林水産省）には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないた

め、漁業種類別のデータを用いて分析を実施する。北海道の沖底漁船は 100～200 トン

未満なので、漁業経営調査の会社経営体統計の沖底 100～200 トン階層の漁業関係資産

のトレンド 58%より 2 点を配す。  

1点 2点 3点 4点 5点 
50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.2 経営の安定性 

4.1.2.1 収入の安定性 

 イカナゴ類の県別漁業種類別漁獲金額は 4.1.1.1 同様、イカナゴの漁業産出額×対象

漁業でのイカナゴ漁獲量／イカナゴ総漁獲量で求め、最近 10 年間(2010～2019 年)の漁

獲金額の安定性を評価した。対象漁業の 10 年間の平均漁獲金額とその標準偏差の比率

を求めたところ、北海道日本海北区の沖底では 0.63 となり 2 点であった。  
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1点 2点 3点 4点 5点 
1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 

 4.1.2.1 と同様、県別漁法別イカナゴ漁獲量を用いて、本資源の漁獲量の安定性を評

価した。対象漁業の最近 10 年間(2010～2019 年)の平均漁獲量とその標準偏差の比率を

求めたところ、北海道日本海北区の沖底では 0.98 となり 2 点であった。 

1点 2点 3点 4点 5点 
1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 

 北海道の沖底の経営体は、各地・各種の漁業協同組合に所属したうえで、北海道機

船漁業協同組合連合会に所属しており、また当該連合会は全国底曳網漁業連合会に所

属している。北海道機船漁業協同組合連合会の収支報告は見当たらなかったが、全国

底曳網漁業連合会の経常利益は黒字であった(全国底曳網漁業連合会 HP)。また、北海

道の沿海漁協の経常利益(都道府県単位)は黒字であった(農林水産省 2020b)。このこと

から 5 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
経常収支は赤字となってい

るか、または情報は得られ

ないため判断ができない 

. 経常収支はほぼ均

衡している 
. 経常利益が黒字

になっている 

 

4.1.3 就労状況 

4.1.3.1 操業の安全性 

 対象地域は稚内市周辺であるが、支庁別の統計が入手できないため、北海道全域で

評価すると、令和 2 年の水産業における労働災害及び船舶事故による死亡者数のうち、

評価対象漁業における事故であることが特定されたか、もしくは評価対象漁業である

可能性を否定できない死亡者数は、北海道で 3 人であった(厚生労働省労働局 2021, 運

輸安全委員会 2021)。この中には、評価対象とする稚内市周辺の沖底における事故は報

告されていない。海面漁業従事者数は、利用可能な最新のデータ(平成 25 年)では、北

海道で 25,012 人であった(農林水産省 2020a)。したがって、念のために計算した 1,000

人当たり年間死亡者数は、北海道 0.12 人となり、5 点を配点する。  

1点 2点 3点 4点 5点 
1,000人漁期当たりの死

亡事故1.0人を超える 
0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当たりの

死亡事故0.25人未満 
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4.1.3.2 地域雇用への貢献 

 水産業協同組合は主たる事務所の所在地に住所を構えなければならないことを法的

に定義づけられており(水産業協同組合法第 1 章第 6 条)、その組合員も当該地域に居住

する必要がある(同法第 2 章 第 4 節 第 18 条)。そして漁業生産組合で構成される連合会

も当該地区内に住居を構える必要がある(同法第 4 章第 88条)。法務省ほか(2017)によれ

ば、技能実習制度を活用した外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、

その人数は実習生を除く乗組員の人数を超えてはならないと定められている。北海道

には、稚内を始めとする全国有数の漁業基地が存在しており、同地区でイカナゴを漁

獲する沖底では、漁業構造改革総合対策事業(もうかる漁業)等を通じた漁業経営改善

が試みられている。漁業経営の改善が進むことで、後継者・乗組員の担い手が育成さ

れ、稚内地域の基幹産業である水産加工関連産業の持続的発展が期待できる。以上の

ことから、評価対象漁業は地域雇用に貢献しているものと判断し、5 点を配する。  

1点 2点 3点 4点 5点 
事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2021年 4月 27日現在で公表されている送検事案の件数

は、北海道において 27件であった(すべて他産業)（セルフキャリアデザイン協会 2021）。

他産業では賃金の不払いや最低賃金以上の賃金を払っていなかった事例や外国人技能

実習生に対する違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、イカナゴ漁業に

おける労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.2 加工・流通の状況 

  

4.2.1 市場の価格形成 

 ここでは各水揚げ港(産地市場)での価格形成の状況を評価する。 

 

4.2.1.1 買受人の数 

 北海道には 90 か所の魚市場がある。このうち、年間取扱量が 1 万トン以上の市場が

42 市場あり、全体の約 47%を占めている。一方、年間取扱量が 1,000 トン未満の市場

は 15 市場あり、全体の 17%を占めるにとどまる。買受人数に着目すると、50 人以上登
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録されている市場が 23 市場、20～50 人未満の登録が 43 市場、10～20 人未満の登録が

17 市場ある。一方 10 人未満の小規模市場は 7 市場にとどまる。セリ取引、入札取引に

おいて競争の原理は働いており、公正な価格形成が行われている。総合評価は 5 点で

ある(農林水産省 2020a)。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる情報

はない 
. 少数の買受人が

存在する 
. 多数の買受人が

存在する 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 

 北海道が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保

等と並んで、取引の公平性・競争性の確保が記載されている。水揚げ情報、入荷情報、

セリ・入札の開始時間、売り場情報については公の場に掲示されるとともに、買受人

の事務所に電話・ファックス等を使って連絡されるなど、市場情報は買受人に公平に

伝達されている。これによりセリ取引、入札取引において競争の原理が働き、公正な

価格形成が行われている。評価は 5 点である。 

1点 2点 3点 4点 5点 
利用できる情報

はない 
. 信頼できる価格と量の情報

が、次の市場が開く前に明ら

かになり利用できる 

. 正確な価格と量

の情報を随時利

用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 

 2020 年 10 月 1 日時点でのイカナゴの実効輸入関税率は基本 3.5%であるが、経済連

携協定を結んでいる国は無税もしくは 1.9%の関税率となっている (日本税関 2020)。以

上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
貿易の機会を与

えられていない 
. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 
. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 

 ここでは加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評

価する。 

 

4.2.2.1 衛生管理 

 北海道では、「北海道卸売市場整備計画(第 10 次)」(2016 年 12 月)に則り、道内の産

地卸売市場及び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして

管理されている（北海道 HP-a）。また「北海道 HACCP 自主衛生管理認証」や「道産食

品独自認証制度(きらりっぷ)」を制定し、衛生管理の徹底を図っている(北海道 HP-b, c)。 
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 5年に一度改定される卸売市場整備計画に則り、産地卸売市場及び小規模市場の衛生

状態は、道及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されてきた。ただし、2020 年

6 月 21 日に改正された卸売市場法が施行され、従来規定されていた、「都道府県卸売市

場整備計画」に係る法の委任規定が削除されたことから、これまで道が作成していた

卸売市場整備計画を廃止する動きもあるが、これまで整備計画で定められていた事項

は引き続き守られていくと考えられる。また、食品の安全性を確保するための自主的

管理認定制度を制定しており、道・市町村の衛生基準にもとづく衛生管理が徹底され

ている。なお、2018 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部が改正され、すべての食品等事

業者を対象にHACCPに沿った衛生管理に取り組むこととなったため、自主的管理認定

制度についての取り扱いが変更される場合もあると思われる。以上より 5 点を配点す

る。 

1点 2点 3点 4点 5点 
衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 
. 日本の衛生管理基準

を満たしている 
. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 

 10cm 未満のものはコオナゴと呼び、シラス干し、煮干、佃煮等に加工される。15cm

くらいのオオナゴは養殖魚の餌とされることが多いが、一部は燻製にされて食される

ため、3 点と 1 点の平均として 2 点とする。  

1点 2点 3点 4点 5点 
魚粉/動物用餌/
餌料 

. 中級消費用（冷

凍、大衆加工品） 
. 高級消費用（活魚、

鮮魚、高級加工品） 

 

4.2.3 就労状況 

4.2.3.1 労働の安全性 

 対象地域は稚内市周辺であるが、支庁別の統計が入手できないため、北海道全域で

評価すると、令和 2 年の水産食品製造業における労働災害による死傷者数は 175 人で

あった(厚生労働省 2021)。水産関連の食料品製造業従事者数は、利用可能な最新のデ

ータ(令和 2 年)では、北海道 23,848 人であった(経済産業省 2021)。したがって、1,000

人当たり年間死傷者数は、7.34 人(1 点)となり、1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
1,000人年当たりの死

傷者7人を超える 
7人未満6人
以上 

6人未満4人
以上 

4人未満3人
以上 

1,000人年当たりの死

傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 

 2018 年漁業センサスによれば、北海道稚内市における水産加工会社数 30 は、全国平

均 155 の約 19%であった。以上より、1 点を配する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 
0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2021年 4月 27日現在で公表されている送検事案の件数

は、北海道において 27 件であった(すべて他産業)(セルフキャリアデザイン協会 2021)。

他産業では賃金の不払いや最低賃金以上の賃金を払っていなかった事例や外国人技能

実習生に対する違法な時間外労働を行わせた事例等があったものの、イカナゴに関わ

る加工・流通における労働条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用者

によって待遇が極端には違わず、

問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 

  

4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 

 本資源を漁獲する北海道日本海北区の評価対象市町村における冷凍・冷蔵倉庫数は

290 工場あり、冷蔵能力は 435,372 トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 1,589 トン)、1

日当たり凍結能力 17,496トン、冷凍能力を有する 1工場当たり 1日当たり凍結能力 71.4

トンである。好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、商

行為を通じて地域間の調整は取れている。地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ量

に対する必要量を満たしている(農林水産省 2020a)。総合評価は 5 点である。 

1点 2点 3点 4点 5点 
氷の量は非

常に制限さ

れる 

氷は利用できる

が、供給量は限ら

れ、しばしば再利

用されるか、溶け

かけた状態で使用

される 

氷は限られ

た形と量で

利用でき、

最も高価な

漁獲物のみ

に供給する 

氷は、いろいろな

形で利用でき、氷

が必要なすべての

魚に対して新鮮な

氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において

氷がいろいろ

な形で利用で

き、冷凍設備

も整備されて

いる 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 

 稚内市の沖底については、漁獲物の付加価値向上のため荷受け方式を改良し、鮮度

がよく鮮度保持コストが軽減された食用イカナゴの拡大に取り組んでいる(北海道機船

漁業協同組合連合会 2013)。また、国の資源管理指針では、宗谷海峡海域イカナゴ資源
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回復計画(北海道 2004)で取り組んできたイカナゴを対象とした操業期間の短縮等の措

置に取り組むとされている(水産庁 2018)。このように新技術、資源管理施策の導入に

関して道等の指導普及が行われているため 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 
普及指導活動が

行われていない 
. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 
. 普及指導活動が行われている 

 

4.3.1.3 物流システム 

 Google Map によりイカナゴ宗谷海峡を主に水揚げしている漁港から地方、中央卸売

市場、港、空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数の主要

漁港から中央卸売市場への所要時間は遅くとも 2 時間半前後であり、ほとんどの漁港

から地方卸売市場までは 1 時間前後で到着できる。また空港、港までも遅くとも 2 時

間以内に到着可能であり、経営戦略として自ら物流手段の選択肢を選ぶことが可能で

ある。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
主要物流ハ

ブへのアク

セスがない 

. 港、空港のいずれかが近くに

ある、もしくはそこへ至る高

速道路が近くにある 

. 港、空港のいずれもが近くに

ある、もしくはそこへ至る高

速道路が近くにある 

 

4.3.2 生活環境 

  

4.3.2.1 地域の住みやすさ 

 地域の住みやすさの指標となる、「住みよさランキング」(東洋経済新報社 2021)によ

る住みよさ偏差値の各県沿海市の平均値を用いて評価した。住みよさ偏差値の値は、

北海道(稚内市)(51.4 点)であることから 4 点となる。 

1点 2点 3点 4点 5点 
「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以
下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－
49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－
51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－
53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以
上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 

 本資源を漁獲する漁業の所得水準は、2019 年の沖底で持代(歩)数 1.0 の部員 1 人あた

り月給が、574,409円であった(国土交通省 2020)。これを北海道の企業規模 10～99人の

男性平均値月給 357,483円(厚生労働省 2020)と比較すると、161%となり 5点となる。ま

た、沖底の「船長・職員」については持代(歩)数が 1.34となっている(国土交通省 2020)

ため、月給は 769,708円となる。2019年民間給与実態統計調査結果；第 7表企業規模別
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及び給与階級別の給与所得者数・給与額(役員)(国税庁 2020)によると、全国の資本金

2,000 万円未満の企業役員の平均月給与額は 485,333 円となっており、沖底の船長・職

員の月給と比較すると 159%(5 点)となる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
所得が地域平

均の半分未満 
所得が地域平

均の50-90% 
所得が地域平均

の上下10%以内 
所得が地域平均

を10-50%超える 
所得が地域平均を

50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 

4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 

 北海道では第 2 次大戦後、1950 年代に漁船の動力化、大型化と相まって漁船装備の

近代化、漁具漁法の改良等が進んだ。具体的には、エンジンのディーゼル化、無線電

話、ロラン、魚群探知機の普及、合成繊維の漁網の急速な普及等である(水島 2001)。

こうした中、1967 年には沖底によって宗谷海峡に大きなオオナゴ(イカナゴ類の未成

魚・成魚)漁場が開発され、漁獲量は飛躍的に伸び、1960 年前後に本格化していたハマ

チ(ブリ)養殖等の飼料として大量に消費されるようになった(佐藤 1991)。沖底漁船のイ

カナゴ類漁場は、宗谷岬東方の通称「イース場」と呼ばれる限られた海域であるが、

北海道におけるイカナゴの漁獲量は 1960 年代までは年間数万トンであったものが、沖

底が始まると、1974 年には 17 万 2 千トンに達した(佐藤 1991)。沖底とは、動力漁船に

より底びき網を使用して行う漁業であり、漁船の規模は北海道では 124 トン型が過半

数を占める。漁法は「かけまわし漁法」と「板曳漁法(オッタートロール漁法)」があ

り、乗組員は 15 人程度である。底びき網漁場の条件としては、底質が砂ないし泥で岩

礁等の障害物がないこと、海底地形は平坦でできるだけ広いこと、水深は 500～600m

であること等がある(金田 1977)。また、かけまわし漁法の底びき網は、荒手網、袖網、

天井網、胴網、及び胴尻から構成され、網の仕立て上、摩擦に強いこと、水中抵抗が

少ないこと、水中重量が軽いこと、引っ張る力に対して強いこと、網成りが良好であ

ること、低温に強く、屈折にも強いこと等の条件が必要とされている(金田 1977)。か

けまわし漁法では、浮標を投下したのち、船を四角形を描くように進行させつつ、片

側の綱、網、もう一方の綱の順に投入し、最初に浮標を投下した場所に戻って浮標を

収納してから曳網する。風や流れによって網成りが変化し、海底への網の接触の程度

も変わることから、効率的な漁獲のためには高度な技術と経験が必要である。沖底に

よる本資源の漁業の歴史は 50 年あまりに過ぎないが、寒冷な水域に適した漁具漁法に

より技術を継承しつつ発展してきた地域の漁業が維持されており、5 点を配点する。         

1点 2点 3点 4点 5点 
漁具・漁法に地

域の特徴はない 
. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な漁具・漁法は既に

消滅したが、復活保存の努

力がされている 

. 地域に特徴的な、あ

るいは伝統的な漁

具・漁法により漁業

がおこなわれている 
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4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性  

宗谷海峡海域で漁獲されるイカナゴ類には、イカナゴ、オオイカナゴ、キタイカナ

ゴの 3 種が含まれるが、3 種は外見による判別が困難なため漁業現場では区別されてい

ない(北海道 2021)。北海道では体長 1～3 ㎝をチリメン、3～6 ㎝をコスジ(小筋)と呼び、

体長 10 ㎝未満をまとめてコオナゴ(小女子)とも呼ぶ。生まれてから 1 年以上経過し体

長 15 ㎝くらいのオオナゴ(大女子)になると、6～9 月に底びき網や定置網で漁獲される。

10 ㎝前後をチュウナゴ(中女子)と呼ぶこともある(三宅 2003)。 

北海道でのイカナゴ漁業の歴史は 1955 年ごろまでは副業的で、稚魚・幼魚(チリメ

ン・コオナゴ）を食用とし、未成魚・成魚(オオナゴ)は、魚かす原料としていた。

1950 年代後半になって、ニシンの不漁地域を中心にイカナゴ(以下オオナゴと表記す

る)のまき網漁業が始まり、棒受け網等の新たな漁法も導入された。漁獲量の増大にと

もない、オオナゴはウナギ養殖用の餌料や燻製品として需要が高まった。1967 年には

沖底によって宗谷海峡に大きなオオナゴ漁場が開発され、漁獲量は飛躍的に伸び、

1960 年前後に本格化していたハマチ(ブリ)養殖等の餌料として大量に消費されるよう

になった。栄養的に優れているため、10 ㎝以上のものはほとんど冷凍加工し、養殖魚

の餌料として大量に使用されている(佐藤 1991)。水揚量日本一を誇る稚内市では、水

揚げされたオオナゴは鮮度を保つためトラックに乗せられてすぐに加工場の-30℃の急

速冷凍室へ運ばれ、一晩冷凍処理されてから出荷される(北海道ぎょれん 2015)。鮮度

が落ちやすいため鮮魚での流通は一般的ではなく、オオナゴのごく一部は燻製にして

食用とされ、チリメンやコオナゴは煮干しやつくだ煮に加工されてきた(三宅 2003)。

稚内市ではこのような食用としてのオオナゴを、昔から食べられている味として残し

たいという声があり、ブランド化への動きに繋がった。2008 年ごろから稚内機船漁業

協同組合を中心に、蒲焼きやフライ等の商品化が本格的に始まり、給食の食材にもな

った(北海道新聞 2011, 生活協同組合コープさっぽろ 2010)。また、鮮度の高いものは刺

身が旨く、昆布〆、唐揚げ、天ぷら、フライにも良い。「頭と内臓をとって 15 分くら

いゆで、酢醤油で食べると最高に美味しい」という漁師一押しの食べ方等も紹介され

ている(利尻富士町地域おこし協力隊 2018)。稚内空港内のレストランでは、「おおなご

蒲焼丼」や「おおなごフライカレー」がメニューの一部として提供され、多くの旅行

者がブログでレポートするなど、名物グルメとして話題を呼んでいる(トラベル jp 2018, 

北海道農政部 2021)。また、「おおなご＆フードフェスタ in WAKKANAI」のようなイベ

ントも過去に数回に渡り開催され、おおなごづくしの弁当、棒寿司、すり身汁、ひつ

まぶし丼等がお披露目されて振る舞われた。このフェスタは、PR 活動を通じて稚内特

産のオオナゴの地域ブランド化を目指すことを目的に、実行委員会(稚内地域食材付加

価値向上協議会)の主催で、稚内機船漁業協同組合、宗谷支庁、稚内市、稚内商工会議

所、各観光協会、北海道水産試験場が協力して開催されたもので、「食」のみならず、
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北水試によるオオナゴの生態、漁業、利用等についての講演も行われ、オオナゴを通

じての地域活性化に貢献した(白幡 2009)。現在でもオオナゴの棒寿司や昆布〆、魚醬

等が稚内市内の数カ所で販売されているほか、新たな加工商品も開発されている(北海

道ぎょれん 2015, 稚内プレス社 2020)。また、北海道では漁業生産量の減少にともない、

道内の水産加工業、特にすり身業界では慢性的な原料不足で、輸入すり身への依存度

が高まっていることから、6次産業化への取り組みが強化され、道総研では食用として

は未低利用魚の一種としてイカナゴの冷凍すり身化と、そのすり身の付加価値を高め

るための研究(ゲル物性の改善)を行い、地域産業(沖底漁業、冷凍すり身産業、練り製

品産業)の連携による地域・社会の活性化を目指した(道総研 2010)。 

 このように、北海道(宗谷海峡)で獲れたイカナゴは「魚の餌」としてのイメージや

需要が大きく、かつては燻製品等に加工してごく一部で食べられていたに過ぎない。

しかしながら栄養価が高く、鮮度さえよければ非常に味のよい魚であることから、い

かに魅力的な食材として利用するかという観点で開発や普及に力が注がれてきた。そ

の後の不漁による苦労もあるが、現在も重要な地域水産資源として扱われていること

から 5 点を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 
加工・流通技術

で地域に特徴的

な、または伝統

的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通技術は

既に消滅したが、復活保存

の努力がされている 

. 特徴的な、あるいは伝

統的な加工・流通がお

こなわれている地域が

複数ある 
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5．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 

イカナゴの栄養成分は、以下の表のとおりである(文部科学省 2016)。 
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抗炎症作用、高血圧予防、DHA は脳の発達促進、認知症予防、視力低下予防、動脈硬

化の予防改善、抗がん作用等の効果がある(水産庁 2014)。 

5.1.2.2 ミネラル 

 骨や歯の組織形成に関与しているカルシウム、血液の構成成分である鉄、各種酵素

の成分となる亜鉛を多く含む(大日本水産会 1999)。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 

5.1.3.1 旬 

 宗谷海峡のイカナゴの旬は 6～9 月上旬である(稚内市役所 2022)。  

5.1.3.2 目利きアドバイス 

 イカナゴの鮮度がよいものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。 

①体表の光沢がよく、透明感がある。②鱗がはがれていない。③目が澄んでいる。④

鰓が鮮やかな赤色である。⑤臭いがしない。⑥腹部がかたくしっかりしていて、肛門

から内容物が出ていない(須山・鴻巣 1987)。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 

5.2.1.1 生食におけるアニサキス感染 

 大型のイカナゴは、刺身として食べる場合がある。イカナゴにはアニサキス幼虫が

寄生していることがある。アニサキス幼虫は、摂餌等の際に口から入り、消化管から

腹腔内へ移動して、内臓表面に寄生するが、魚の死後、筋肉へ移動して筋肉内に寄生

する。刺身等の生食の際に、アニサキス幼虫が取り込まれると、まれに消化管に食い

込むことで、急性または慢性の腹痛、嘔吐、下痢等が引き起こることがある(アニサキ

ス症という)。 

 予防には、①新鮮な魚を用いる、②内臓を速やかに取り除く、③目視で確認し、ア

ニサキス幼虫を取り除く、④生の内臓を提供しない、⑤加熱(70℃以上で死滅)及び冷

凍(-20℃で 24 時間冷凍することで感染性を失う)ことが有効である(厚生労働省 2021)。 

5.2.1.2 鮮度低下 

イカナゴは鮮度低下が早く、それにともない、白く濁り、赤みがかって腹から傷ん

でくる。または、鮮度低下にともないアレルギー様食中毒の原因成分であるヒスタミ

ンが生成される場合がある。このため、漁獲した日に調理、加工することが必要であ
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る。漁獲日に釜ゆでして流通する場合が多い(坂本 2008) 。 

5.2.1.3 脂質の酸化 

イカナゴは、脂質の構成成分に高度不飽和脂肪酸が多いため自動酸化しやすい。酸

化が進むと風味に影響を及ぼすほか、健康に影響を及ぼすといわれる過酸化物が生成

される。このため、加工に用いる場合は、脂質が酸化しやすいことに留意する(大島 

2012)。 

 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下

と成分規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査 

本種に対して特に実施されている検査はない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

市場に流通した水産物について、腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超えると

食品衛生法第 6 条違反(昭和 55 年 7 月 1 日，環乳第 29 号)となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 

5.2.5.1 アニサキス感染防止 

 新鮮なものを選び、内臓を速やかに除去する。内臓の生食はしない。目視で確認し、

アニサキス幼虫を除去する(厚生労働省 2021)。 

5.2.5.2 鮮度低下防止（高鮮度魚の利用） 

 生のイカナゴは、その日に獲れた新鮮なものを選び、調理まで低温管理を行い、そ

の日に調理する(坂本 2008) 。 
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